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平成16年12月10日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1631号

告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
九
七
〇
・
秋
田
中
央
保
健
所
）
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
九
七
一
・
秋
田
中
央
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
九
七
二
・
大
曲
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
予
定
森
林
の
指
定
通
知
（
九
七
三
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
七
四
、
九
七
五
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
九
七
六
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
七
七
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
九
七
八
〜
九
八
〇
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
５

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
平
成
十
六
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
合
格
者
（
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
一
四
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
四
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
一
五
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

地
方
労
働
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
閲
歴
等
（
三
）
…
…
…
…
…
…
…
９

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

さ
さ
き
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
上
町

二
百
七
十
七
番
地
百
五
十
五

辞

退

年

月

日

平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

医
療
法
人
智
徳
会

さ
さ
き
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
上
町

二
百
七
十
七
番
地
百
五
十
五

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
由
利
郡
西
目
町
出
戸

字
浜
山
七
の
一
五
九
・
一
（
以
上
二
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
指
定
の
目
的
　
公
衆
の
保
健

三
　
指
定
施
業
要
件

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

（１）

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（３）

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水
産
部

森
林
整
備
課
及
び
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
本
荘
市
役
所
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

名
　
　
　
称

医
療
法
人
佐
藤
医

院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
角
館
町
下
新
町
十
三

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六

日

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
北
野
田
線

秋
田
北
野
田
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
四
〇
〜
三
九
・
六
〇

一
〇
・
四
〇
〜
四
〇
・
六
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

四
・
〇
二
〇

四
・
〇
二
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

河
辺
郡
河
辺
町
北
野
田
高
屋
字
畑
ノ
沢
一
四
八
番
一
地
先
か
ら
字
神
田
三
一
五

番
三
地
先
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

路
　
　
線
　
　
名

旧
新
別

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

十
二
所
花
輪
大
湯
線

十
二
所
花
輪
大
湯
線

十
二
所
花
輪
大
湯
線

十
二
所
花
輪
大
湯
線

旧
新
別

旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
二
八
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
五
九
・
〇
〇

六
・
〇
〇
〜
二
八
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
五
五
・
〇
〇

六
・
〇
〇
〜
二
八
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
五
五
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
五
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
六
三
八

一
・
七
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
七
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
七
〇
〇

一
・
七
〇
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
花
輪
字
下
タ
乳
牛
八
一
番
地
先
か
ら
字
地
羅
野
一
番
七
地
先
ま
で

〃

鹿
角
市
花
輪
字
西
町
一
二
八
番
二
地
先
か
ら
字
地
羅
野
四
四
番
一
二
地
先

ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
下
タ
乳
牛
八
一
番
地
先
か
ら
字
地
羅
野
一
番
七
地
先
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
西
町
一
二
八
番
二
地
先
か
ら
字
地
羅
野
四
四
番
一
二
地
先

ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
下
タ
乳
牛
八
一
番
地
先
か
ら
字
地
羅
野
一
番
七
地
先
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
下
タ
乳
牛
八
一
番
地
先
か
ら
字
地
羅
野
一
番
七
地
先
ま
で

ＡＢＡＢＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

仁
賀
保
矢
島
館
合
線

仁
賀
保
矢
島
館
合
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
六
〇

〇
・
一
六
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
矢
島
町
城
内
字
花
立
九
六
番
一
〇
か
ら
荒
沢
字
上
石
滝
三
六
番
七
ま
で

〃
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

象
潟
矢
島
線

象
潟
矢
島
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
六
〇

〇
・
一
六
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
矢
島
町
城
内
字
花
立
九
六
番
一
〇
か
ら
荒
沢
字
上
石
滝
三
六
番
七
ま
で

〃

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

能
代
五
城
目
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
中
沢
字
柏
台
六
九
番
一
地
先
か
ら
大
森
字

山
下
二
〇
番
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

本
荘
西
仙
北
角
館

線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
郡
西
仙
北
町
土
川
字
小
杉
山
一
一
二
番
一
地

先
か
ら
一
〇
二
番
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

浅
舞
醍
醐
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
平
鹿
町
醍
醐
字
上
醍
醐
五
番
一
地
先
か
ら

五
八
番
三
地
先
ま
で
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
秋
田
県
よ
い
本
を
す
す
め
る
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

佐
々
木
　
　
　
孝

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
卸
町
三
丁
目
七
番
一
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
秋
田
県
内
小
・
中
学
校
児
童
生
徒
及
び
幼
児
に
優
良
図
書
を
選
定
し
、
推
薦
、

供
給
す
る
事
を
通
し
て
、
読
書
能
力
の
向
上
並
び
に
読
書
習
慣
の
形
成
に
努
め
、
望
ま
し
い
読
書

生
活
者
を
養
成
し
、
も
っ
て
青
少
年
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
琴

丘
町
地
先
干
拓
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
琴
丘
町
天
瀬
川
字
水
ノ
目
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
玉
　
廣
　
司

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
三
倉
鼻
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
玉
　
正
　
一

〃
　
　
〃
　
　
鯉
川
字
浜
田
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
藤
　
末
　
蔵

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
谷
地
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
新
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
山
谷
家
ノ
上
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
辺
　
康
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
山
谷
村
下
三
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
東
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
勢
奈
尻
百
六
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
藤
　
　
　
清

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
高
屋
敷
七
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
塚
　
福
治
郎

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
石
田
二
十
一
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
藤
　
喜
久
治

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
新
屋
敷
横
手
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
政
　
行

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
　
　
　
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
達
　
也

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
石
田
百
三
十
八
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
敏
　
和

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
琴
丘
町
天
瀬
川
字
水
ノ
目
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
玉
　
廣
　
司

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
三
倉
鼻
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
玉
　
正
　
一

〃
　
　
〃
　
　
鯉
川
字
浜
田
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
藤
　
末
　
蔵

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
谷
地
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
新
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
山
谷
家
ノ
上
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
辺
　
康
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
山
谷
村
下
三
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
東
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
勢
奈
尻
百
六
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
藤
　
　
　
清

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
高
屋
敷
七
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
塚
　
福
治
郎

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
石
田
二
十
一
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
藤
　
喜
久
治

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
新
屋
敷
横
手
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
政
　
行

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
　
　
　
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
達
　
也

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
石
田
百
三
十
八
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
敏
　
和

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
琴
丘
町
鯉
川
字
鯉
川
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
　
　
勲

〃
　
　
〃
　
　
鹿
渡
字
小
瀬
川
家
ノ
上
九
十
九
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
見
　
上
　
由
　
和

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
昼
寝
道
下
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
博

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
琴
丘
町
鯉
川
字
鯉
川
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
　
　
勲

〃
　
　
〃
　
　
鹿
渡
字
小
瀬
川
家
ノ
上
九
十
九
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
見
　
上
　
由
　
和

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
昼
寝
道
下
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
博

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

公
　
　
　
　
　
　
告

５

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

浅
舞
醍
醐
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
平
鹿
町
醍
醐
字
上
醍
醐
五
番
一
地
先
か
ら

五
八
番
三
地
先
ま
で
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田
県
田
沢
疏
水
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
字
中
野
際
三
百
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
海
林
　
鉄
　
男

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
金
西
北
部
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担

い
手
育
成
型
）
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
仙
北
郡
美
郷
町
役
場
仙
南
庁
舎
及
び
大
曲
市
役
所

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
に
実
施
し
た
平
成
十
六
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
に
次
の
者

が
合
格
し
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

受
験
番
号
　
　
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
受
験
番
号
　
　
　
　
氏
　
　
　
名

五
　
　
　
赤
　
川
　
晃
　
生
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
佐
　
藤
　
伸
　
雄

一
七
　
　
吉
　
田
　
　
　
美
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
西
　
村
　
春
　
雄

秋
選
管
告
示
第
百
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
に
異
動

が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

６

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

民
主
党
秋
田
県
第
二
区
総

支
部

武
　
田
　
慶
　
一

橋
　
本
　
真
　
一

異

動

事

項

会

計

責

任

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九

日

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

孝
励
会

八
橋
地
区
二
田
孝
治
後
援

会

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
番
五
号

武
　
田
　
芳
太
郎

武
　
田
　
芳
太
郎

秋
田
市
山
王
四
丁
目
五
番
二
十
七
号

佐
　
藤
　
信
　
和

岩
　
谷
　
政
　
良

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

平
成
十
六
年
十
一
月
八
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
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７

保
戸
野
地
区
二
田
孝
治
後

援
会

下
浜
地
区
二
田
孝
治
後
援

会茨
島
地
区
二
田
孝
治
後
援

会将
軍
野
地
区
二
田
孝
治
後

援
会

下
新
城
地
区
二
田
孝
治
後

援
会

上
北
手
地
区
二
田
孝
治
後

援
会

牛
島
地
区
二
田
孝
治
後
援

会御
所
野
地
区
二
田
孝
治
後

援
会

川
尻
地
区
二
田
孝
治
後
援

会岩
見
三
内
地
区
二
田
孝
治

後
援
会

山
上
文
明
後
援
会

秋
田
商
工
政
和
会

伊
藤
義
一
後
援
会

柿
　
崎
　
浩
　
治

佐
　
藤
　
　
　
夙

川
　
村
　
清
　
一

斉
　
藤
　
庄
四
郎

佐
　
藤
　
尚
　
作

大
　
渕
　
信
　
一

西
　
　
　
隆
　
二

伊
　
藤
　
昭
　
二

渡
　
辺
　
一
　
男

佐
　
藤
　
　
　
肇

菅
　
原
　
謙
　
治

伊
　
藤
　
良
太
郎

黒
　
田
　
祐
　
二

田
　
口
　
裕
　
章

山
　
上
　
新
一
郎

藤
　
原
　
　
　
貢

佐
々
木
　
　
　
登

辻
　
　
　
兵
　
吉

伊
　
藤
　
恒
　
宣

佐
　
藤
　
　
　
夙

後
　
藤
　
槇
　
隆

富
　
野
　
市
四
郎

今
　
野
　
博
　
美

福
　
岡
　
政
　
弘

須
　
藤
　
善
　
一

植
　
田
　
　
　
昇

佐
　
藤
　
多
十
郎

加
　
成
　
　
　
健

鈴
　
木
　
善
　
孝

伊
　
藤
　
良
太
郎

菅
　
原
　
敬
太
郎

戸
　
島
　
金
太
郎

伊
　
藤
　
信
　
夫

藤
　
原
　
　
　
貢

鈴
　
木
　
喜
一
郎

山
　
上
　
隆
　
夫

渡
　
邉
　
靖
　
彦

池
　
田
　
金
　
英

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二

日平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
五

日平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
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秋
選
管
告
示
第
百
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
百
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

８

山
上
文
明
後
援
会

秋
田
商
工
政
和
会

伊
藤
義
一
後
援
会

佐
々
木
　
　
　
登

辻
　
　
　
兵
　
吉

伊
　
藤
　
恒
　
宣

山
　
上
　
隆
　
夫

渡
　
辺
　
靖
　
彦

池
　
田
　
金
　
英

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二

日平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
五

日平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
皆
瀬
支
部

解

散

年

月

日

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日

平
成
十
六
年
十
一
月
五
日

〃

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二

日平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
四

日平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九

日平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

〃

政
治
団
体
の
名
称

ひ
ら
か
れ
た
市
政
を
つ
く

る
み
ん
な
の
会

三
村
敏
子
を
励
ま
す
会

21
世
紀
の
県
政
を
拓
く
会

山
田
勝
利
後
援
会

河
辺
政
治
経
済
研
究
会

川
村
恒
雄
後
援
会

皆
川
嘉
左
エ
門
後
援
会

加
藤
勲
後
援
会

大
山
博
美
後
援
会

解

散

年

月

日

平
成
十
六
年
九
月
二
十
日

平
成
十
六
年
十
一
月
三
日

平
成
十
六
年
十
一
月
五
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
八

日平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二

日平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日

平
成
十
五
年
四
月
十
二
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
三
日

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

〃

加
藤
勲
後
援
会

大
山
博
美
後
援
会

平
成
十
五
年
四
月
十
二
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
三
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

政
党

政
治
団
体
の
名
称
　
自
由
民
主
党
皆
瀬
支
部

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
1
1
月
１
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,3
0
4
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,3
0
3
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,3
0
4
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

１
件
1
0
万
円
未
満
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,3
0
4
円

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）
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組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,3
0
4
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
1
,3
0
4
円

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
2
1
世
紀
の
県
政
を
拓
く
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
1
1
月
５
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6
5
,5
0
9
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6
5
,5
0
8
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

１
件
1
0
万
円
未
満
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
勝
利
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
1
1
月
５
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
2
5
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
2
5
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
2
5
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
2
5
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
2
5
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
2
5
円

政
治
団
体
の
名
称
　
皆
川
嘉
左
エ
門
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
1
1
月
2
9
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4
,3
1
0
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4
,3
1
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4
,3
1
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4
,3
1
0
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4
,3
1
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4
,3
1
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
大
山
博
美
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
1
1
月
3
0
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6
7
,9
6
7
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
8
,9
6
7
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3
9
,0
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
7
,0
0
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

収
入
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
9
,0
0
0
円

1
3
人

寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円

個
人
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3
9
,0
0
0
円

［
寄
附
の
内
訳
］

個
人
か
ら
の
寄
附

大
　
山
　
志
づ
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0
,0
0
0
円
　
河
辺
町

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
7
,0
0
0
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
7
,0
0
0
円

合
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
7
,0
0
0
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
イ
）

政
治
団
体
の
名
称

ひ
ら
か
れ
た
市
政
を
つ
く
る
み
ん
な
の
会

三
村
敏
子
を
励
ま
す
会

河
辺
政
治
経
済
研
究
会

川
村
恒
雄
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
6
年
1
1
月
１
日

平
成
1
6
年
1
1
月
４
日

平
成
1
6
年
1
1
月
2
2
日

平
成
1
6
年
1
1
月
2
4
日
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秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会

規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

田
県
地
方
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
閲
歴
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
阿
　
部
　
讓
　
二
　

１０

ひ
ら
か
れ
た
市
政
を
つ
く
る
み
ん
な
の
会

三
村
敏
子
を
励
ま
す
会

河
辺
政
治
経
済
研
究
会

川
村
恒
雄
後
援
会

加
藤
勲
後
援
会

平
成
1
6
年
1
1
月
１
日

平
成
1
6
年
1
1
月
４
日

平
成
1
6
年
1
1
月
2
2
日

平
成
1
6
年
1
1
月
2
4
日

平
成
1
6
年
1
1
月
3
0
日

地
方
労
働
委
員
会
告
示

氏
　
　
　
名

生
　
年
　
月
　
日

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

閲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歴

職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業

阿
　
部
　
讓
　
二

古
　
田
　
重
　
明

小
　
西
　
尚
　
志

湊
　
　
　
貴
美
男

赤
　
坂
　
　
　
薫

長
谷
川
　
秀
　
夫

阿
　
部
　
康
　
夫

米
　
塚
　
一
　
成

清
　
水
　
尚
　
子

山
　
阪
　
光
　
男

高
　
橋
　
庄
四
郎

齋
　
藤
　
　
　
隆

昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
八
日

昭
和
十
四
年
十
二
月
八
日

昭
和
十
二
年
四
月
七
日

昭
和
三
十
二
年
十
月
十
七
日

昭
和
四
十
四
年
七
月
十
七
日

昭
和
二
十
三
年
七
月
十
日

昭
和
二
十
五
年
五
月
六
日

昭
和
二
十
七
年
一
月
九
日

昭
和
四
十
一
年
四
月
二
十
八
日

昭
和
四
三
十
一
年
四
月
七
日

昭
和
十
二
年
十
一
月
十
日

昭
和
九
年
七
月
二
日

秋
田
市
泉
南
三
丁
目
七
番
二
十
四
号

秋
田
市
広
面
字
樋
口
十
番
地
二
十
三

秋
田
市
手
形
山
北
町
六
番
十
五
号

秋
田
市
外
旭
川
八
幡
田
二
丁
目
十
七
番
十
二
号

秋
田
市
山
王
二
丁
目
三
番
十
―
千
三
百
一
号

大
曲
市
戸
蒔
字
松
ノ
木
百
四
十
三
番
地

秋
田
市
桜
三
丁
目
四
番
八
十
号

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
古
里
四
十
四
番
二
号

秋
田
市
御
所
野
元
町
五
丁
目
十
番
十
一
号

秋
田
市
広
面
字
二
階
堤
十
三
番
六
号

秋
田
市
寺
内
蛭
根
一
丁
目
八
番
十
号

秋
田
市
横
森
一
丁
目
十
八
番
十
七
号

秋
田
弁
護
士
会
会
長

秋
田
経
済
法
科
大
学
法
学
部
長

秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
教
授

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
働
組
合
東
北
総
支
部
副
執
行

委
員
長

全
日
通
労
働
組
合
秋
田
支
部
書
記
長

Ｔ
Ｄ
Ｋ
労
働
組
合
秋
田
地
方
本
部
書
記

長日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
秋
田
県
連
合

会
女
性
委
員
会
副
委
員
長

ゼ
ン
セ
ン
同
盟
秋
田
県
支
部
支
部
長

（財）
秋
田
経
済
研
究
所
専
務
理
事

㈱
羽
後
銀
行
営
業
推
進
部
長

公
益
委
員
（
会
長
）
弁
護
士

公
益
委
員
（
会
長
代
理
）
秋
田
経
済
法
科

大
学
法
学
部
教
授

公
益
委
員
　
秋
田
大
学
名
誉
教
授

公
益
委
員
　
秋
田
弁
護
士
会
会
長

公
益
委
員
　
秋
田
弁
護
士
会
副
会
長

労
働
者
委
員
　
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

秋
田
県
連
合
会
会
長

労
働
者
委
員
　
全
日
通
労
働
組
合
秋
田
支

部
執
行
委
員
長

労
働
者
委
員
　
ジ
ェ
イ
・
エ
イ
・
エ
ム
秋

田
執
行
委
員
長

労
働
者
委
員
　
ボ
ー
ト
ピ
ア
河
辺
労
働
組

合
書
記
長

労
働
者
委
員
　
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
秋
田

県
支
部
支
部
長

使
用
者
委
員
　
（社）
秋
田
県
経
営
者
協
会
専

務
理
事

使
用
者
委
員
　
日
本
精
機
㈱
代
表
取
締
役

社
長
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１１

伊
　
藤
　
　
　
博

三
　
浦
　
　
　
潔

吉
　
田
　
和
　
枝

関
　
　
　
俊
　
昭

佐
　
藤
　
庸
　
弘

目
　
黒
　
恒
　
雄

高
　
橋
　
光
　
男

昭
和
二
十
三
年
一
月
十
二
日

昭
和
二
十
九
年
九
月
六
日

昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日

昭
和
十
九
年
十
月
三
十
日

昭
和
二
十
二
年
二
月
十
三
日

昭
和
二
十
一
年
七
月
四
日

昭
和
二
十
二
年
八
月
十
二
日

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場
目
字
町
村
百
一
番
地
の

二秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
七
番
七
号

秋
田
市
楢
山
川
口
境
二
十
五
番
五
号

秋
田
市
飯
島
川
端
一
丁
目
八
番
三
十
三
号

秋
田
市
新
屋
大
川
町
二
十
五
番
五
号

秋
田
市
下
新
城
中
野
字
街
道
端
西
八
十
九
番
地
二

百
二
十
三

秋
田
市
金
足
追
分
字
海
老
穴
二
百
十
番
地
の
六

秋
田
中
央
交
通
㈱
取
締
役
管
理
部
長

秋
田
三
菱
自
動
車
販
売
㈱
専
務
取
締
役

吉
田
興
業
㈱
取
締
役

秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
次
長

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
次
長

秋
田
県
監
査
委
員
事
務
局
監
査
第
二
課

長秋
田
県
消
防
学
校
長

使
用
者
委
員
　
秋
田
中
央
交
通
㈱
常
務
取

締
役
管
理
部
長

使
用
者
委
員
　
秋
田
三
菱
自
動
車
販
売
㈱

取
締
役
社
長

使
用
者
委
員
　
吉
田
興
業
㈱
代
表
取
締
役

社
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
課

長秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
課

長



発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


